
 特定非営利活動法人日本禁煙学会設立総会議事録 
 
１ 日 時  平成１８年２月１０日 午後９時２０分から午後１０時まで 
２ 場 所  愛媛県松山市二番町、瓢箪の花 
３ 出席者数 １０名 
４ 出席者氏名 作田學、岩瀬光、秦温信、山本蒔子、平間敬文、栗岡成人、薗潤、 
野上浩志、大橋勝英、村手孝直 
５ 審議事項 
 第１号議案 議事録署名人の選任の件  
 第２号議案 特定非営利活動法人日本禁煙学会設立認証申請の件 
 第３号議案 本法人が特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び第１２条第１項第 
       ３号に該当することについて 
 第４号議案 設立当初の役員選出の件 
 第５号議案 定款の承認の件 
 第６号議案 設立当初の財産目録の件 
 第７号議案 設立の初年度及び翌年度の事業計画書承認の件 
 第８号議案 設立の初年度及び翌年度の収支予算書承認の件 
 第９号議案 設立当初の会費について 
第１０号議案 設立者名簿及び設立代表者の選任の件 
 第１１号議案 会計担当理事選任の件 
 
６ 議事の審議内容及び議決の結果 
  
 議事に先立ち、議長を選出すべく全員で互選したところ、大橋勝英が選出された。大橋

勝英は議長席に着き、午後９時 20分、特定非営利活動法人日本禁煙学会の設立総会の開会
を宣言し、議事に入った。 
  
第１号議案  議事録署名人・書記の選任の件 
議長は議事録署名人を岩瀬光と栗岡成人、書記を山本蒔子とすることを提案し、承認

を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。 
  
第２号議案  特定非営利活動法人日本禁煙学会設立申請の件 
 議長は設立趣旨書を朗読し、本法人の趣旨及び目的を説明した上で、本法人設立に関

する承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。 
 
第３号議案  本法人が特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び第 

１２条第１項第３号に該当することについて。 
（法第２条第２項 宗教活動、政治活動、公職の候補者を支持するものでないことなど 
 法第１２条第１項第３号 暴力団でないことなど） 

 
  議長は上記法文を朗読し、本法人が該当することについて承認を全員に諮ったところ、

全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。 
 
第４号議案  設立当初の役員選出の件 
議長より設立当初の役員の人選について諮り、審議の結果、理事に作田學、岩瀬光、

清水央雄、秦温信、松崎道幸、山本蒔子、平間敬文、栗岡成人、薗潤、山岡雅顕、高橋

正行、野上浩志、津田敏秀、大橋勝英、監事に村手孝直とすることを全員異議無く承認

した。また、理事のうち理事長に作田學、副理事長に岩瀬光とすることについても、全

員異議無く承認した。また各理事、監事も就任を承諾し、本案は可決された。 



 
第５号議案  定款の承認の件 
  議長は本法人の定款を朗読し、承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認

し、本案は可決された。 
 
第６号議案  設立当初の財産目録の件 
  議長は本法人設立当初の財産目録を説明し、承認を全員に諮ったところ、全員異議な

くこれを承認し、本案は可決された。 
 
第７号議案  平成１８年度及び平成１９年度の事業計画書承認の件 
  議長は本法人の平成１８年度及び平成１９年度の事業計画書を朗読し、承認を全員に

諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。 
 
第８号議案  平成１８年度及び平成１９年度の収支予算書承認の件 
  議長は本法人の平成１８年度及び平成１９年度の収支予算書を朗読し、承認を全員に

諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。 
 
第９号議案 設立当初の会費について 
議長より設立当初の会費について諮り、審議の結果、年会費を正会員個人２万円、団

体５万円、一般会員個人 5,000 円、団体(１口)5 万円（１口以上）、賛助会員個人 3,000
円、団体(１口)5 万円(1 口以上)、学生会員 2,000 円とすることで、全員異議無く承認し
た。 

 
第１０号議案 設立者名簿及び設立代表者の選任の件 
議長は、設立者は設立者名簿の通りとし、また本法人の設立代表者を作田學とするこ

とを提案し、承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、作田學もその就

任を承諾した。 
また、申請書類の軽微な事項の修正については、設立代表者に一任することも全員に

はかったところ、全員異議無くこれを承諾した。 
また NPO 成立までは、本日より任意団体「日本禁煙学会」を設立し、活動を開始す
ることに関しても、全員一致で認められた。 

 
第１１号議案  会計担当理事選任の件 
議長は本法人の会計担当理事を岩瀬光とすることを提案し、承認を全員に諮ったとこ

ろ、全員異議なくこれを承認し、岩瀬光もその就任を承諾した。 
 
 議長が上記以外の議案の有無をただしたが、他の議案の提案はなかった。 
以上により、議長は午後１０時閉会を宣言した。 
 
 以上、この議事録が正確であることを証します。                   
  
 平成１８年２月１０日 
  
                 議    長 大橋勝英            印 
                 

議事録署名人 岩瀬光             印 
                 

議事録署名人 栗岡成人            印       


